
令和４年度第１回地域タウンミーティング（宇佐美）意見一覧 

 

日時：令和４年６月２２日（水） 午後７時～午後８時 

場所：宇佐美コミュニティセンター ３階大会議室 

 

① 元中央区テニスコート跡地の活用について【区】             

② 歴史文化遺産「宇佐美城山」の保存について【区】                                

③ 三河川のアシの処理について【区、初津町内会】              

④ 宇佐美駅前通りの街灯について【区】                  

⑤ 信号機撤去反対について（県道宇佐美大仁線旧道、鉄道ガード先）【区】      

⑥ 宇佐美保育園の駐車場の増設と認定こども園の計画について【塩木道町内 

会】                           

⑦ 県道伊東大仁線のり山峡入口の拡幅について【り山峡町内会】       

⑧ 烏川支流に沿う林道天気山線の拡幅について【り山峡町内会】       

⑨ 河川敷の整地について【り山峡町内会】                 

⑩ 烏川支流の竹木の伐採について【り山峡町内会】             

⑪ 地域のコミュニティを支えている組織の今後について【宇佐美女性の会】  

⑫ 消防団の再編について【八幡町内会】 
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意 見 区 宇佐美区-① 

元中央区テニスコート跡地の活用について【区】 

昨年も提案し、要望しています。 

⑴防災用施設としての活用 

 防災用施設を兼ね備えた建物とし、屋上には地域住民の避難場所（津波等）と防災倉庫を設

置し、地域の防災拠点としての利用を図る。 

⑵駐車場としての活用 

 適正な駐車場を設置し、近隣の交通状況に支障をきたさない計画とする。 

⑶地域住民の憩いの場としての活用 

緑を適度に設置し、景観に配慮した建物としながら、ベンチなど地域住民が利用できる計画

とする。 

⑷民間企業の資金を活用し（民間連携）、敷地内に行政の福祉施設や防災設備を設けることによ

り、市の財政的負担を抑え、地域の行政サービスや防災機能の向上を図る。 

 

 コロナ禍の影響で財政的に難しいと思いますが、市有財産ファシリティマネジメント検討委

員会ではどのくらい進んでいますか。 

回 答 

当該地の活用に関しては、重要な課題であると認識していることから、皆様か

らいただいたご提案も含めて市有財産ファシリティマネジメント検討委員会にお

いて継続して検討しているところであります。 

 しかしながら、新型コロナウイルスの影響だけでなく、昨今の世界情勢による

物価高騰により、今後の財政が見通せない状況が続いていることから、現段階に

おいては具体的な事業化についてお示しすることが難しい状況であります。 

今後も地元からのご意見、ご提案を参考に事業化の検討をさせていただきたい

と考えておりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 
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意 見 区 宇佐美区-② 

歴史文化遺産「宇佐美城山」の保存について【区】 

 昨年度策定された「伊東市第十一次基本計画」では、「宇佐美城山」なども含めた本市の文化

財を総合的、計画的、持続的に保存活用するため、文化財保護法に基づく「文化財保存活用地

域計画」の作成に取り組むことが明記されました。また、昨年公表された「伊東市景観形成基

本計画」及び「伊東市景観計画」の改定では、基本方針の中に、新たに「歴史・文化を大切にし

た景観を作ります。」という項目が加わり、「宇佐美城山」をはじめとして、宇佐美地区に関わ

るいくつかの歴史文化遺産が明記されました。 

このことから、城山の民間による開発に対しては、歴史文化遺産の破壊につながらないよう

切にお願いします。 

回 答 

令和３年度に改定した伊東市景観形成基本計画では、新たに地域の歴史・文化

と調和した景観を守るための基本方針を追加いたしました。 

 地域の歴史・文化と調和した景観を守るためには、文化財の土地建物所有者と

地域住民が協議して地域や文化財ごとの景観を守るルールを作り、ルールが整っ

た後に重要景観形成地区として指定することが考えられます。 

 現在は、東海館（松川）周辺地区を重要景観形成地区として指定することに向

けて取り組んでおります。宇佐美地区につきましては、「宇佐美北部石丁場群周辺

地区」が重要景観形成地区の候補地区の１つに指定されておりますので順次指定

に向けて取り組んでまいります。 

 また、宇佐美城山は「宇佐美城跡」として周知の埋蔵文化財包蔵地に指定され、

掘削等の開発を行う場合は文化財保護法第９３条の規定に基づく届出が義務付け

られておりますので、同法に基づき適切に対応してまいります。また、必要に応

じて周辺の巡回や近隣への聞き取り等を行い、今後の動向を注視してまいります。 
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意 見 区 宇佐美区-③ 

三河川のアシの処理について【区、初津町内会】 

（区）昨年も要望しましたが、宇佐美三河川（烏川・仲川・宮川）の上流は、人が川に入れない

ほど密集しています。昨年熱海土木事務所から河川断面に生えている樹木とアシの生息を抑制

するために河床の土砂揚げを検討するとのことでしたが、やっていただけたのでしょうか。昨

年よりもひどいように見えます。 

 

（初津町内会）宮川中州のアシの伐採について、昨年度に引き続き要望します。増水時に川の

流れを妨げる恐れがあり、これから大雨や台風シーズンを迎えるので対応をお願いします。 

回 答 

３河川を管轄する熱海土木事務所にご意見をお伝えし、回答をいただきました

のでご報告いたします。 

「烏川の土砂撤去と仲川の上流部にある砂防堰堤の土砂撤去については、予算

措置されたため、令和４年度に工事発注を行います。また、宮川については、上

流部の立木伐採を令和３年１２月、令和４年２月、３月、５月に実施いたしまし

た。土砂撤去については、引き続き予算要求してまいります。なお、地域の皆様

のご厚意により、河川内の草刈り等を行っていただいている事は承知しており、

大変感謝しております。危険を伴う作業については、ご相談ください。」とのこと

でございました。 
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意 見 区 宇佐美区-④ 

宇佐美駅前通りの街灯について【区】 

現在、宇佐美駅前通りに街灯が約４０本ありますが（稼働約１４本）、設置後約２５年経過し、

老朽化が進んでいます。当初駅前の商誠会が設置しましたが、その頃は会員が５０店舗くらい

いましたので自分達でやりくりしてきました。現在は会員数が１７店舗しかなく、新たに設置

するのは無理なので、撤去まで自分達が責任を持ってやるつもりですが、撤去すると駅前通り

が暗くなり防犯の観点からも安易に撤去することができません。行政のお知恵をお貸しくださ

い。 

回 答 

地域における街灯や防犯灯の設置、管理につきましては、商店街のほか、行政

区または町内会が主体となり実施していただいているところであります。 

商店街への支援といたしましては、維持費の軽減という観点から、今年度ご利

用いただいている、商店街のアーケード照明器具ＬＥＤ化における県と市の補助

金が、街灯の改修においてもご活用いただくことが可能となっております。 

また、行政区や町内会への支援といたしましては、地域の負担を軽減するため、

防犯灯の設置またはＬＥＤ防犯灯改修にかかる費用の一部を「伊東市魅力あるま

ちづくり事業補助金」として補助を行っております。 

 地域全体でどのように街灯を設置、管理していくかご検討いただき、各支援制

度をご活用ください。 
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意 見 区 宇佐美区-⑤ 

信号機撤去反対について（県道宇佐美大仁線旧道、鉄道ガード先）【区】 

警察は今年度以降、県道宇佐美大仁線旧道、鉄道ガード先の信号機を撤去する方向ですが、

区の意見としましては、当該交差点は見通しが悪く、幼稚園・小学校の通園・通学路であり、ま

た宇佐美駅への利用者がガード沿いを通るため、信号機があった方が良いと思います。 

 

回 答 

伊東警察署交通課に確認し、回答をいただきましたのでご報告いたします。 

「真に必要な場所に信号機を設置するため、必要性のより低い場所の信号機に

ついては、信号機設置基準に当てはめ、廃止、移設を検討することとなっており

ます。当該信号機については、道路が狭く、車両の信号待ちにより、歩行者の通

行スペースが十分確保できない、横断者数が少ない、交通量調査で信号設置基準

を下回っているなどの理由により、廃止を検討すべき信号機となっておりますの

で、安全対策を講じた上で、廃止の方向で考えております。ただし、地元住民の

合意形成については、引き続きしっかり行ってまいります。」とのことでございま

した。 

信号機に関し最終的な判断を行うのは交通規制を所管する警察のため、市とし

ましては、どのような形で決定するにしても、警察には地域住民に寄り添った対

応をしていただくようお願いしてまいります。 
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意 見 区 宇佐美区-⑥ 

宇佐美保育園の駐車場の増設と認定こども園の計画について【塩木道町内会】 

昨年度宇佐美保育園の駐車場増設の要望を出させていただき、「送迎時の混雑時には、渋滞回

避のため職員が誘導・立会いをするなどの対応をしております。」との回答がありましたが、４

月に４、５回見かけただけで、ほとんどされていませんでした。 

危険回避は保護者が責任を持って行うものであると認識していますので、誘導・立会いは必

要ありません。職員の方は保育に専念してください。混雑回避に必要なのは、駐車スペースの

増設です。郷戸公園を利用した駐車スペースの拡充について、増設するのかしないのか、する

ならいつ完成するのか具体的に回答をお願いします。 

また、昨年度のタウンミーティングで「宇佐美地区では幼稚園と保育園を合わせた認定こど

も園の計画がある」といった市長の発言がありました。その計画はどのような内容まで進んで

いますか。いつできるのか（いつまでに完成させる予定なのか）、どこに作ることを計画してい

るのか、区民からの要望をどのように反映させるのか（反映させる方法）、具体的に回答をお願

いします。 

認定こども園の建設計画が具体的に進んでいるために現在の保育園にお金を使わないという

のなら納得できますが、具体的に見通しが立っていないのなら、働く世代への子育て支援、更

に人口減少傾向への歯止めの観点からも、郷戸公園の一部を駐車スペースとして利用できるよ

うな方策をお願いします。 

回 答 

 宇佐美保育園につきましては、園舎の老朽化が著しいことなどから、抜本的な

解消を図る必要があり、新たな園舎の建設が必要であると考えております。 

そのため、将来を見据える上においては、都市公園として用途などに規定があ

る郷戸公園に駐車場を増設せず、園舎の建替えに重点をおき、全力で取り組むべ

きであると考えております。 

 園舎の建替えにつきましては、認定こども園の計画を視野に入れ、令和３年度

に開催した伊東市子ども・子育て会議において「公立幼稚園・保育園の再配置に

向けた課題と解決策について」を議題として協議を行ってまいりました。 

その結果を踏まえ、「伊東市立幼稚園・保育園の再編及び認定こども園整備に向 
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けた基本方針」を令和４年５月に策定いたしました。 

基本方針に基づき、今後は個別計画の策定に入っていくこととなりますが、宇

佐美地区におきましては、地域の幼稚園と一体となった認定こども園設置に向け

て、候補地選定や施設規模の把握に向けた準備を進めるとともに、幼稚園・保育

園の職員人事交流を始めとした運営面の調整など、ハード面・ソフト面ともにス

ピード感を持って取り組んでまいります。 
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意 見 区 宇佐美区-⑦ 

県道伊東大仁線のり山峡入口の拡幅について【り山峡町内会】  

毎年要望している県道伊東大仁線からり山峡への入口付近の拡幅については、昨年の回答で

滑り止め塗装の塗り直しを検討するとのことでしたが、根本的な解決にはなっていません。見

通しの良い道路にしていただくことが最も良い解決策ですが、代案として、り山峡町内のゴミ

ステーションから烏川を渡って県道へ通じる新たな道路を作ることも解決策の一つだと思いま

す。 

ぜひこの入口の改良をお願いします。 

回 答 

当該道路を管轄する熱海土木事務所にご意見をお伝えし、回答をいただきまし

たのでご報告いたします。 

「滑り止め舗装については、令和３年度に工事を実施いたしました。町内会の

皆様から、新規道路拡幅工事のご要望があることは承知しております。今後、代

替として提案されました市道の付替道路案なども含め伊東市とともに検討してま

いります。その際には、ご協力の程よろしくお願いいたします。」とのことでござ

いました。 
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意 見 区 宇佐美区-⑧ 

烏川支流に沿う林道天気山線の拡幅について【り山峡町内会】 

 昨年度も要望し、専門職と検討するとの回答をいただきました。 

 すれ違いができませんので、自動車がかち合った場合、どちらかがバックして道路を譲らな

くてはなりませんが、トラブルになることもあります。 

 このような道路で分かりやすいルールがあればご教示いただけますと幸いです。また、それ

に伴う看板等を設置していただければと思います。 

回 答 

坂道でのすれ違いは、基本的に上りの車両が優先だと認識しております。 

もちろん状況によっては、下りを優先したほうがスムーズに行くこともありま

すので、道路状況を把握されているり山峡の住民の皆様が中心となり、状況に応

じた対応をしていただくことが、大切であるものと考えております。 

 看板につきましては、すれ違い注意看板等の設置を検討いたします。 
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意 見 区 宇佐美区-⑨ 

河川敷の整地について【り山峡町内会】 

り山峡町内の道路が狭く、自動車のすれ違いは大変です。宇佐美９５９－５付近の河川敷は

少し広くなっており、すれ違いに利用されますが、石がゴロゴロとしているため、整地してす

れ違いがしやすいようにしてください。 

回 答 

 当該土地については、民地となっているようです。 

このことから、今回のご意見については、土地所有者の同意、要望等がなけれ

ば実施は難しいと考えております。 
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意 見 区 宇佐美区-⑩ 

烏川支流の竹木の伐採について【り山峡町内会】 

烏川支流には竹木が煩雑に生えており、河川付近の家では迷惑しています。以前ある家庭で

は市役所に電話して伐採してもらったこともあったようです。河川内及び河川敷に生える竹木

の伐採をお願いします。 

回 答 

現地を確認いたしました。 

令和３年度に一部伐採を実施しております。単年度で伐採可能な規模ではあり

ませんので、今年度も含め令和５年度を目途に伐採していく予定でございます。 
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意 見 区 宇佐美区-⑪ 

地域のコミュニティを支えている組織の今後について【宇佐美女性の会】 

地域のコミュニティを支えている組織が今後どのようになっていくか今考えていかなくては

ならないと思います。 

女性の会ばかりでなく、様々な団体が高齢化し、今後の今の状態を持続し、どう乗り切って

いくか不安の中、新聞等で若い世代が活躍していることを見るにつけ、高齢者と若い人達をど

のように繋げられるか、市としては何か良い案や対策をお考えになっているでしょうか。 

回 答 

地域コミュニティでは、少子高齢化などで参加者・担い手が不足しつつあり、

コロナ禍において行事が中止となるなど、貴重な交流の機会も失われております。

しかしながら、このような逆境の中で地域の皆さまが自ら工夫し、ウィズコロナ

においてどのように地域のための事業が開催できるか模索されるなど、改めて地

域の底力を感じております。 

全世代の市民の皆さまが暮らしやすいまちを目指すため、子どもから高齢者ま

でが、相互に協力しながら、地域を盛り立てる力を培っていくことが重要と考え

ており、市としましても、魅力あるまちづくり事業補助金といった地域の力に繋

がる支援を続けてまいります。 
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意 見 区 宇佐美区-⑫ 

消防団の再編について【八幡町内会】 

 少子高齢化に伴い、消防団の団員を集めるのが難しくなっています。宇佐美区には分遣所が

ありますし、３個分団も必要なのでしょうか。統合はできないのでしょうか。 

回 答 

消防団員の確保につきまして、日頃から町内会の皆様にご協力をいただきあり

がとうございます。 

団員の確保が困難な状況につきましては、他の地区からも同様のご意見をいた

だいており、現在、訓練や出動の仕方などを見直すことで負担軽減を図り、団員

の確保につなげられるよう、団本部と協議を行っております。 

今後につきましても、現役世代の意見を聞きながら、実態に即した消防団の在

り方を検討してまいります。 

 


